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研究成果の概要（和文）：前半2カ年では、評価をすでに導入している公立ミュージアムなど18館における評価導入・
運用の実態をヒアリング調査した。
　後半2カ年ではその調査結果をもとに、公立ミュージアム学芸員2名、自治体職員1名、民間コンサルタント1名からな
る組織で2件の「評価パッケージ」を検討した。(1)滋賀県東近江市博物館グループにおいては、博物館の社会的な存在
意義と人材育成システムの必要性と妥当性を検証する「評価パッケージ」を提案し、それに基づく評価を行った。(2)
三重県総合博物館においては、業績測定型評価と参加型評価を併用した「評価パッケージ」を提案し、2014年4月のリ
ニューアル開館時から運用できるようにした。

研究成果の概要（英文）：In the first two years, we conducted hearing surveys on how evaluations were intro
duced and operated at 18 public museums, including museums that had already adopted evaluations, and libra
ries.
  In the second two years, based on the survey results, two evaluation packages were examined by a team co
nsisting of two curators of public museums, one municipal employee, and one private-sector consultant. (1)
 For the group of museums in Higashiomi City, Shiga Prefecture, we proposed the "evaluation package" to re
view the museum's raison d'etre in society and the necessity & validity of human resource development syst
em and then we conducted an evaluation based on it. (2) At Mie Prefectural Museum, we proposed the "evalua
tion package" that combined performance measurement-type evaluations and participatory evaluations and ens
ured that it was in operation from the start of re-opening in April 2014.
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１． 研究開始当初の背景 
ミュージアムの評価とは、「ミュージアム

利用者やミュージアム事業に関する、定量的

な調査データや定性的情報による分析を通

して、現状と当初期待していた状態との差異

を検証し、将来において到達したい状態への

道筋を策定する活動」（佐々木・亀井・竹内

2008：65）である。 

その評価を日本の公立ミュージアムに導

入しようとする動きは、2000 年頃から本格的

に始まった（滋賀県立琵琶湖博物館 2000、村

井 2002）。その背景には、①行政による対社

会的な説明義務（アカウンタビリティ）、②

地方自治体における財政赤字の深刻化によ

り、限られた予算・人員などの資源を有効活

用する必要に迫られたことがある。特にミュ

ージアムにおいては、③既存のミュージアム

評価指標である「入館者数」と「事業収支」

への不満や疑問、④ベテラン職員の経験や勘

に基づいてミュージアム運営が行われてき

たことへの反省があった。 

一方、2008（平成 20）年に博物館法が改正

された際、「運営の状況に関する評価等」に

関する条文「博物館は、当該博物館の運営の

状況について評価を行うとともに、その結果

に基づき博物館の運営の改善を図るため必

要な措置を講ずるよう努めなければならな

い」が規定された。 

このような動きの中、2009（平成 21）年に、

導入の現状を調査した報告書（日本博物館協

会 2009）が発行された。日本博物館協会

（2009：20-21）によると、公立ミュージア

ムで主体的に評価を実施しているところは、

27.8％（680 件中、189 件）であり、都道府

県立ミュージアムでは 38.3％（149 件中、57

件）、市町村立ミュージアムでは 24.9％（399

件中、132 件）であった。また、この調査に

回答したミュージアムからの要望事項とし

て、最も多かった内容は「評価の実践例や導

入のノウハウやマニュアルの提供」であった。

さらに「職員数が少ない小規模館向けの現実

的な評価モデルの提示」という要望が何件も

あった。 

また、2009（平成 21）年 10 月に旭川市で

開催された全国博物館大会（日本博物館協会

主催）のフォーラム「博物館の評価」では、

主に市町村立ミュージアムの職員からは、先

述の要望事項のほか、「評価導入に向けた内

部的なコンセンサスを得るのが難しい」「評

価で想定される項目と設置者（行政）が行う

評価の項目とが一致していなく、ミュージア

ム自身で評価を行う必要がないと設置者か

ら言われる」という発言があった。一方、す

でに評価を導入している、主として都道府県

立ミュージアムの職員からは、「評価がミュ

ージアム活動の役に立っているのかわから

ない」、「評価によって、職員の仕事へのモ

チベーションが上がっているか疑わしい」、

「評価の作業が煩雑で続けるのがたいへん

だ」との声を聞くことができた。 

以上のことから、①公立ミュージアムにお

いて、評価未導入のミュージアムが全国的に

みて７割以上存在し、特に市町村立ミュージ

アムではその割合が高い。②評価を導入済み

の公立ミュージアムでは、本来の評価の役割

を果たしているかどうか疑問視されており、

評価システムの見直し・再検討が必要という

２つの課題が存在することがわかった。 

 
２． 研究の目的 

この研究では、はじめに(1)全国の公

立ミュージアムにおける評価導入・運用

の実態を調査する。 

それによって、評価運用の予算・体

制・作業量、および各種評価との係わり

や評価を継続するためにクリアしなけ

ればならない要因などを明らかにする。 

このような課題を踏まえた上で、(2)

評価導入が進んでいない公立ミュージ

アム向けに、自前で運用できる「評価パ

ッケージ」を提案するとともに、試行す



る。 

それによって、全国的にミュージアム

評価の導入が進み、その運用が定着する

ことを目指す。 
 
３． 研究の方法 
「２．研究の目的」の（1）の部分を、研

究期間の前半である 2010（平成 22）～2011

（平成 23）年度に、（2）の部分を研究期間の

後半である 2012（平成 24）～2013（平成 25）

年度に行った。 

前半の（1）を進めるにあたり、『博物館評

価制度等の構築に関する調査研究報告書』

（日本博物館協会 2009）から、ヒアリング対

象とするミュージアムを選定した。これによ

って選定したミュージアムのほか、研究代表

者がいままで評価の導入を支援してきたミ

ュージアム、およびミュージアム以外の文化

施設として図書館もヒアリングの対象とし

た。 

評価導入済みのところに関しては、以下の

ような項目をヒアリングした。 

① 自己点検・第三者評価の概要、いまま

での経緯 

② 評価運用のための予算・体制・作業量 

③ 行政が実施する各種評価との関係 

④ 評価導入によるメリット、評価導入後

の問題点や課題 

⑤ 評価を継続するためにクリアしなけれ

ばならない事項 

などである。 

 また、評価をまだ導入していないところ

では、 

①  導入できない背景や理由 

② 評価導入の予定 

③ 導入後に期待すること 

などをヒアリングした。 

後半の(2)において「評価パッケージ」の

検討と試行を行う前に、検討メンバーの組織

化を行った。 

その組織化ののち、「評価パッケージ」の

検討を、試行対象ミュージアムのスタッフお

よび研究代表者を含む検討メンバーの両者

で、ワークショップ形式を多用しながら、議

論を進めた。 

 
４．研究成果 

(1) 評価導入・運用の実態調査 

研究期間の前半にあたる 2010（平成 22）

～2011（平成 23）年度に、ヒアリング調査を

行った公立ミュージアムおよびミュージア

ム以外の文化施設（図書館）は、以下の 18

館（および組織）である。 

・横浜市ふるさと歴史財団（神奈川県） 

・東京都写真美術館 

・東京都美術館 

・府中市美術館（東京都） 

・千代田図書館（東京都） 

・川崎市市民ミュージアム（神奈川県） 

・山梨県立博物館 

・静岡県立美術館 

・豊田市美術館（愛知県） 

・田原市中央図書館（愛知県） 

・三重県立斎宮歴史博物館 

・京都文化博物館（京都府） 

・（財）大阪市博物館協会（大阪府） 

・広島市文化財団（広島県） 

・徳島県立博物館 

・高松市美術館（香川県） 

・香川県立ミュージアム 

・長崎歴史文化博物館（長崎県） 

このヒアリング調査から、以下のことがわ

かった。 

① 評価の意味や位置づけが、評価導入当時

の「使命に基づく経営を支えるツール」

という位置づけから、「職員の意識を変え

る、気づきの場」に変化してきているこ

と。 

② 評価活動を持続させるための課題として、

a)適当な第三者評価委員がいないこと、

b)評価活動を遂行する際、特定個人への

依存が大きいこと、c)評価活動がマンネ



リ化・形式化している、または評価に係

る作業量が大きく、仕組みが複雑化して

いること。 

③ ミュージアム経営の全体を評価領域に入

れた、説明責任に重きを置く「業績測定

型」の評価を行っているミュージアムが

半数近くあること。 

が判明した。 

これらの知見は、研究期間の後半で提案す

る、自前で運用できる持続可能な「評価パッ

ケージ」を検討する際、評価指標や評価項目

の選定以上に重要なファクターとなった。 

 

(2)「評価パッケージ」の提案と試行 

研究期間の後半である 2012（平成 24）～

2013（平成 25）年度に行った、検討メンバー

の組織化、および「評価パッケージ」の検討

と試行の内容は以下の通りである。 

① 検討メンバーの組織化 

いままでヒアリング調査にご協力いただ

いたミュージアム・スタッフで、かつ評価事

業の中心的な役割を担ってきた方の中から、

本研究に協力いただける方をメンバーとし

た組織作りを行った。また、ミュージアムに

おける評価事業担当者だけでは、「評価パッ

ケージ」の検討と試行を行う際に不十分であ

ると考え、事業評価の先進領域分野と考えら

れているＯＤＡ分野における評価活動経験

者の協力も仰いだ。そのメンバーは「６．研

究組織」の研究協力者である。この組織化が、

本研究の後半における重要な事項の一つで

あった。 

②「評価パッケージ」の提案・試行 

当初は「評価パッケージ」完成後に試行対

象ミュージアムを探す予定であった。しかし、

ミュージアムが立地する地方自治体の地域

性、ミュージアムが重点を置いている活動の

オリジナル性などにより、「評価パッケージ」

のスタイルは試行対象ミュージアムによっ

て異なってくることがわかった。そのため、

本研究では、はじめに試行対象ミュージアム

を以下の 2つに設定し、その後、各ミュージ

アムで「評価パッケージ」を検討した。 

・東近江市博物館グループ（滋賀県東近江市

内の能登川博物館、近江商人博物館、西堀榮

三郎記念探検の殿堂の 3 館を統括する組織。

平成の市町村合併前は、それぞれ別の市町村

立ミュージアムであった） 

・三重県総合博物館（旧三重県立博物館をリ

ニューアル。平成 26 年 4開館） 

 最終的には、東近江市博物館グループにお

いては、博物館の社会的な存在意義と現行の

人材育成システムの必要性と妥当性を検証

する「評価パッケージ」が作成し、それに基

づく評価（試行ではなく本番の評価）を行っ

た。 

一方、三重県総合博物館においては、業績

測定型評価と参加型評価を併用した「評価パ

ッケージ」が完成し、リニューアル・オープ

ン時からその運用ができるように、アンケー

ト票の設計などの準備を行った。 

 

(3)本研究の位置づけと今後の課題 

これらの実績により、我が国でいままで試

みられてこなかった、新たな評価スタイルの

「評価パッケージ」を示すことができたと考

える。 

東近江市博物館グループでは、市町村合併

によって行政内でのミュージアムの位置づ

けが相対的に低くなっていた。そのため、こ

れまで主流であった「業績測定型」の評価で

はなく、ミュージアムのそもそもの存在意義

を顕在化させるために、事業により発生する

社会的価値と経済的価値に注目し、それを数

値とヒアリングで明らかにした。また、試行

導入中の人材育成システムに関する必要性

と妥当性を検証するため、関係者へのヒアリ

ングを中心とする「評価パッケージ」を作成

した。 

一方、三重県総合博物館では、説明責任に



重きを置き、当該事業における学びと改善に

資する部分が少ないといわれている業績測

定型評価の短所を補うため、「参加型評価」

を併用した「評価パッケージ」を作成した。

参加型評価では、その事業に係わったすべて

のステークホルダー、例えば、一般参加者、

運営ボランティア、ミュージアムの企画責任

者、地方自治体のミュージアム担当部局が一

堂に会し、当該事業のプロセスを振り返りな

がら議論し評価を行う。ここでは、ＯＤＡ分

野の評価で用いられる「Most Significant 

Change（ＭＳＣ）手法」を使う。 

なお、本研究の今後の課題は 2つある。 

1 つは、どちらも評価活動を始めたばかり

なので、その経過や推移を継続的にモニター

していくことである。もう 1つは、評価活動

継続のための支援体制、その支援体制を支え

る資金の仕組みを検討することである。本研

究のような組織化された検討メンバーが係

わらなくなっても、評価活動が進行し、定着

する仕組みを構築する必要がある。 
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